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静岡県市町村職員共済組合  

 

被扶養者に関する調査について（ 依頼 ） 

 

 平素から本組合の事業運営に格別の御配慮をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、みだしのことについて、令和４年１０月１日付け事務連絡「静岡県市町村職員共済

組合における被扶養者認定基準について（通知）」にて御連絡しましたとおり、下記に基づき

被扶養者に関する調査を行いますので、御協力願います。 

なお、本調査については令和５年８月２５日現在で認定されている方が対象となります。

既に取り消しの手続きを行っている場合は行き違いとなりますので、御容赦願います。 

記 

１ 調査様式及  本組合ホームページ「共済組合からのお知らせ」に「短期組合員の被扶 

び回答方法 養者に関する調査様式について」が掲載されていますので、専用様式をダ 

        ウンロードしてください。また、「みなし認定対象者に関するフローチャー

ト」が併せて掲載されていますので、みなし認定対象者の続柄を御確認の

上、必要提出書類を共済組合事務担当課へ御提出ください。 

２ 提 出 日  共済組合事務担当課から令和５年９月１９日（火）までに共済組合へ送 

        付いただくため、それに間に合うよう余裕をもっての御提出をお願いしま 

        す。 

３ そ の 他  今回の調査において被扶養者の要件を満たさない方は、原則、令和５年 

１０月１日付けで認定取り消しとなりますが、雇用保険法に基づく失業給

付を受給した場合等遡って認定取り消しとなる場合がありますので、御承

知願います。 
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